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「なぜウェストミンスター？ ウェストミンスターってなに？」

私たちの教会の信仰規準であるウェストミンスター信仰規準を知ろう！

幸宏

序．
６⽉の⼤会において、ウェストミンスタ

ー⼩教理問答の教会公認訳が受け⼊れら
れ、今後、同信仰告⽩・⼤教理問答も、順
次審議され、受け⼊れられることとなりま
す。
私が、これを執筆しようと思い⽴ったき

っかけは、５〜６⽉・７⽉に⾏われた２つ
の講義です。第⼀が、研修所主催の夜間信
徒講座「あなたの知らないウェストミンス
ター⼤教理問答の世界」であり、第⼆が、
神学校主催会信徒講座「ウェストミンスタ
ー信仰告⽩を読む」です。⼤宮教会からの
出席者が少なかったことも理由の⼀つです
が、同時に、第⼀の講座では表⾯的な学び
しかできなかったこと、第⼆の講座では（特
に⼀⽇⽬／全⼆⽇）は、専⾨的であり、「信
徒」が取り残されているように感じたから
です。
この機会に、私たちが採⽤している信仰

規準であるウェストミンスターとはどのよ
うなものであるのか、連載になり、⻑期間
になるかと思いますが、⽉報・週報により、
学んで⾏こうと思います。

１．なぜ、信仰規準を持つの？
改⾰派教会では、信仰規準として、ウェ

ストミンスター信仰規準（信仰告⽩・⼤教
理問答・⼩教理問答）を採⽤しています。
そもそも、神は唯⼀であるとしつつも、キ
リスト教会がいくつもの教派に分かれてい
るのはなぜか？ 宗教改⾰において、「信
仰のみ」「聖書のみ」と語っているのに、
聖書＋信仰規準とは、⽭盾ではないのかと

疑問に思う⽅もいるかと思います。
これらの２つのことは、異なったことを

語っているようですが、実は根本的には⼀
つのことです。つまり主なる神は、新約の
教会において、ご⾃⾝を啓⽰する⼿段とし
ては、旧新約聖書（66巻）をお与えくだ
さいました。これが現代に⽣きる私たちに
与えられた唯⼀の啓⽰であり、聖書こそが
私たちに与えられた正典です（参照：ウェス

トミンスター信仰告⽩1:1-3）。つまり、私たちは
聖書のみを貫いています。
しかし問題は、正典である聖書が与えら

れていても、私たちは、全的に堕落してい
るということです。

クリスチャンになっても、罪赦された罪
⼈です。そのため、正典である聖書が与え
られても、聖書を⾃分の都合により、読み
込み、理解します。
⼀つの例を挙げますと、「私たちが救わ

れる」ために、ある⼈は、信仰だけではダ
メであり、律法に従った良き⾏いが必要で
あると語ります。しかし、宗教改⾰では「信
仰のみ」が告⽩され、私たちもそのことを
信じています。「信仰のみ」と語る背後に、
主なる神による救いの御計画があり、聖霊
の働きにより主が私たちを信仰へと導いて
くださいます。その結果、私たちは信仰を
告⽩するわけで、このとき私たちはすでに
神の⼦とされており、神の救いにあること
は決定しています。
このような解釈の違いが、⼀つの教会を

形成しようと思いつつも、教会は分裂し、
教派を形成することとなります。聖書解釈
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・思いの違う者たちが、⼀つの教会にいる
と、教会がキリストの体として⼀つになる
ことができず、バラバラになります。その
ため、同じ信仰を持つ者たちが、⼀つの教
会を形成しようとして集まるのが、教派と
なります。

そして解釈の違いを、信仰規準に書き込
み、私たちが聖書をどのように理解し、私
たちがキリスト者としてどのように⽣きよ
うとしているのかを告⽩しています。
そのため、信仰規準があることにより、

私たちがどのような教会を⽴て、キリスト
者⼀⼈ひとりの信仰をどのように確⽴して
いるのかを、確認することができます。そ
のために私たちは、信仰規準を持つことが
求められ、私たちの教会では、ウェストミ
ンスター信仰規準を採⽤しています。

２．信仰告⽩には相⼿がある！
「信仰告⽩には相⼿がある」とはどうい

うことかと思われるかと思います。しかし、
私たちが聖書の読み⽅を確認するのは、誤
った読み⽅をする⼈たちが出てきたとき
に、「私たちは聖書をこのように理解する」
と告⽩するのが、教会の信仰告⽩となり、
信仰告⽩となります。
ですから、私たちがウェストミンスター

信仰告⽩を採⽤すると語るとき、どのよう
な相⼿を前提として、信仰を告⽩してきた
のかを理解することが⼤切となってきま
す。
そして、この相⼿は⼀⼈ではなく、段階

があります。

①対異教・対異端
聖書は、唯⼀の主なる神のみを神とする

ことを私たちに求めています(第⼀戒)。そ
のため偶像を拝むこと、主なる神を偶像に
留めることを禁じています(第⼆戒)。聖書

は、特に旧約のイスラエルの⼈たちが、偶
像崇拝をし、主なる神のみを信じることか
ら離れていったことから、私たちに語りか
けます。⽇本に⽣きる私たちは、「キリシ
タン禁令」から「国家神道」・「ヤスクニ」
へと引き継がれている異教⽂化の中で、キ
リスト者としてきていることを忘れてはな
りません。

また聖書を読むとき、私たちは御⽗・御
⼦・御霊なる三位⼀体の神を信じていま
す。また、御⼦イエス・キリストは、真の
神にして、真の⼈である⼆性⼀⼈格を信じ
ています。しかし、これらを否定する⼈た
ちが現れました。三⼈の神を認めたり、御
⼦・御霊を神として認めなかったりする信
仰者が現れます。キリストを神として⼈と
しては認めなかったり、キリストは⼈であ
り、神として認めなかったりします。こう
した誤りを、教会は教会会議において宣⾔
し、信条として告⽩しました。
これらの教理を信仰告⽩したのが、古代

四信条と呼ばれる、使徒信条・ニカイア信
条・カルケドン信条・アタナシオス信仰で
す。
この三位⼀体とキリストの⼆性⼀⼈格を

信じる教理は、キリスト教会か、否かを区
別する教理であり、私たちは、これらの信
仰を否定する⼈たちを異端者とします。
そのため、プロテスタント諸教会だけで

はなく、ローマ・カトリック教会、そして
東⽅教会（ギリシャ正教会・ロシア正教会
・ウクライナ正教会等）においても、基本
的にはこれらの教理においては、⼀致して
います。

②対カトリック教会、対英国主教派
次の段階にあるのが、宗教改⾰において

鮮明化した、カトリック教会とプロテスタ
ント教会の信仰の違いです。
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宗教改⾰は、1617年10⽉31⽇にルター
が、当時のローマ教会が販売していた免罪
符が⾮聖書的であることを告⽩したことに
より始まります。
ローマ教会との違いは、聖書のみ（続編

は正典ではない）、信仰のみ、２礼典（洗
礼・主の晩餐）、主の晩餐かミサ(聖体拝領)
か等、多くの点において、違いがあります。
これらの違いを、宗教改⾰の歴史をとおし
て、信仰告⽩されていきました。

また、ウェストミンスター信仰告⽩は、
英国国教会における信仰告⽩として作成さ
れました（詳細は後⽇）が、当時の英国国
王（チャールズ１世）は、カトリックの信
仰を持っており、英国国教会をカトリック
とほぼ同じ信仰で形成しようとしていまし
た。そして、ウェストミンスター信仰告⽩
が作成されていた当時、国王・主教派と、
議会・ピューリタンとの間で、信仰的な内
戦が⾏われていました。こうした中、ウェ
ストミンスター信仰基準は作成されてお
り、国王・主教制に対して、反対すること
も、信仰告⽩されています。

③対プロテスタント他教派
宗教改⾰が進むにつれて、改⾰派とルタ

ー派は、⼀致を求めて話し合いがもたれま
したが、15項⽬の中で、唯⼀、聖餐論に
おいて⼀致することができず、別の道を歩
むこととなりました。
その結果、改⾰派教会においては、ドル

ト信条(1617年)が作成され、予定論の教
理が鮮明化します。
また、聖霊派や福⾳派との違いなども、

徐々に鮮明化します。
その結果、ウェストミンスター信仰基準

においては、他教派との違いも、信仰告⽩
の中で語られます。

④ピューリタンの信仰
そして最後に挙げるのが、英国ピューリ

タン独⾃の信仰告⽩です。先にも語りまし
たが、当時は信仰の違いにより内戦状態に
ありました。そのため、⼀般信徒の中には、
信仰に揺れる⼈も少なからずいました。そ
うした中、ウェストミンスター信仰告⽩で
は、第18章「救いに導く信仰について」
が告⽩されました。これなどは、ピューリ
タン的信仰告⽩の代表と⾔えるでしょう。
また、信仰告⽩全体において契約神学を

貫くこと、⼤教理・⼩教理における⼗戒論
を詳細に展開することなどは、ピューリタ
ン独⾃のものであると語っても良いかと思
います。

2−０．信仰告⽩と教理問答
ウェストミンスター信仰規準には、信仰

告⽩と共に⼤・⼩２つの教理問答がありま
すが、両者の違いを確認しておきます。
信仰告⽩は、前回確認したように、聖書

の読み⽅の違いにより、正しい聖書の読み
⽅を確認し、⾃分たちの信仰を語ることに
より、相⼿の誤謬を正すことが⽬的です。
それに対して教理問答（カテキズム）は、

信徒教育のために⽤いられます。宗教改⾰
以降の改⾰派・⻑⽼派の教会においては、
使徒信条・⼗戒・主の祈を三要⽂として重
⽤してきましたが、それらを中⼼にした学
びの形となっています。教理問答と語れば、
問と答からなる問答集を考えますが、カテ
キズムは必ずしも問答集ではなく、カルヴ
ァンの「キリスト教綱要」は⼤著ですが、
信徒教育のために記されたものであり、カ
テキズムに位置します。
また、「⼦どもと親のカテキズム」は、

改⾰派教会として正式に決議して作成され
たものではありませんが、牧⽥吉和先⽣に
よって執筆され、⼤会教育委員会の責任に
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おいて出版されたカテキズムであり、現在
の⽇本キリスト改⾰派教会にとって、⼤切
なカテキズムであると⾔ってよいでしょ
う。

また古代４信条（使徒信条、ニカイア信
条、アタナシオス信条、カルケドン信条）
は、三位⼀体と⼆性⼀⼈格を告⽩し、異端
との違いを明らかにしているキリスト教会
のすべての教会で基本的に受け⼊れる信条
となっていますが、信仰告⽩とカテキズム
に分けるということでは、下記のように分
類分けすることができるかと思います。
ニカイア信条とカルケドン信条は、それ

ぞれ教会会議において、異端の誤った教理
に対して、教会が正式に三位⼀体・⼆性⼀
⼈格の教理を採択した信仰告⽩です。⼀⽅、
使徒信条はローマ教会における洗礼準備教
育に⽤いるために作成され、アタナシオス
信条もアタナシオスの名によって作成され
た教育⽂書です。ですから、使徒信条とア
タナシオス信条は、カテキズムに分類する
ことができるかと思います。

ウェストミンスターにおいては、信仰告
⽩とカテキズムの両⽅が作成されました
が、信仰告⽩のみで扱う項⽬、教理問答の
みで扱う項⽬、重複している項⽬がありま
す。それは、このように信仰告⽩とカテキ
ズムの特徴の違いから来ています。そして
両者は相互に補いあう関係にあり、私たち
はこれら３⽂書をトータルに学ぶことによ
り、キリスト教教理の全体の理解を深めて
⾏くことができます。

３．なぜウェストミンスターなの？
①創⽴宣⾔の確認 体系として受け⼊

れる、新信条作成の幻
⽇本キリスト改⾰派教会は創⽴宣⾔にお

いて、信仰規準の前⽂も併せて告⽩しまし
たが、その中で、「其ノ三⼗数個ノ信条ノ
中ニテウエストミンスター信仰基準ハ聖書
ニ於イテ教ヘラレタル教理ノ体系トシテ最
モ完備セルモノナルヲ我等ハ確信スルモノ
ナリ。我等⽇本基督改⾰派教会ハ我等ノ⾔
葉ヲ以テ更ニ優レタルモノヲ作成スル⽇ヲ
祈り求ムルト雖モ此ノ信仰規準コソ今⽇我
等ノ信仰規準トシテ最適ノモノナルヲ確信
シ讃美ト感謝ヲ以テ教会ノ信仰規準トス」
と告⽩しました。
つまり、改⾰派教会は創⽴当時(1946年)、

⾃分達の⼿で信仰規準を作成し、告⽩する
願いを持っているけれども、現状ではウェ
ストミンスター信仰規準が最も優れている
ので、それを信仰規準として持つのだと語
りました。
また、改⾰派教会⼤会の議論において、

「体系として受け⼊れる」こととは何かが
度々問題とされてきています。私としては、
皆さんにお渡ししているウェストミンスタ
ー信仰規準の構造図において説明できるか
と思っています。詳細は、ウェストミンス
ター信仰告⽩の各論を学ぶ段階に改めて学
ぶこととします。しかし、この構造図にお
いて、全体像を把握することができ、全体
像を理解することこそ体系的に受け⼊れる
ことだと思います。

②信仰告⽩は場所と時間の制約の中で成
⽴する
これは何を意味しているかと⾔えば、特

に信仰告⽩において語ることができます
が、教会のある場所・時代において、独⾃
の告⽩が出てくるということです。ウェス
トミンスター信仰告⽩においては、第18
章「信仰の確信について」や第19章「律
法について」などは、ピューリタン特有の
告⽩であると⾔ってよいかと思います。現
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代に⽣きる私たちは、ここまで詳細な信仰
告⽩は⾏わないかと思います。
つまりウェストミンスター信仰規準を学

び、読み進むにあたっては時代的・地域的
な制約があるため、現在の⽇本における前
提とは異なる場合があり、そうした細かな
違いまで受け⼊れなければならないという
ことではないというのが、「体系を受け⼊
れる」という⾔葉に込められているのだと
思います。
そのため、改⾰派教会では、「新信条」

作成の幻を持ち、またそのために信仰の宣
⾔として「教会と国家に関する信仰の宣⾔」
・「聖書に対する信仰の宣⾔」・「予定に関
する信仰の宣⾔」・「終末の希望に関する
信仰の宣⾔」を、新信条を意識して採択し
てきました。これらの宣⾔は、現代の神学、
⽇本の教会の信仰告⽩となっていると⾔っ
て良いかと思います。またその延⻑線上に
あるのが、今年10⽉に⼤会において採択
されるであろう「平和の宣⾔」です。

③宗教改⾰の歴史の中での位置づけ
改⾰派信仰は、宗教改⾰者カルヴァンの

信仰を受け継いだ教会です。そのため、宗
教改⾰の歴史を顧みることが求められま
す。宗教改⾰は、1517年10⽉31⽇に、ル
ターによって始められました（ドイツ）。
そして、1643-49年に⾏われたウェストミ
ンスター神学者会議・60年の王政復古・8
8年の名誉⾰命（それぞれイングランド）
によって終わりを告げるといって良いかと
思います。
詳細に関しては述べることはできません

が、松⾕好明⽒が「＜ウェストミンスター
信仰告⽩＞歴史的・分析的註解」において、
「ウェストミンスター信仰告⽩の歴史的背
景」を提⽰してくださっているので、ご覧
いただければと思います。
私たちがここで理解しなければならない

ことは、ルターが始めた宗教改⾰以後、プ
ロテスタント教会内、また対カトリック教
会において、神学が進展してきたこと、そ
して、その晩年にウェストミンスター神学
者会議が開催され、信仰規準がまとめられ
た事実です。すでに私たちは、「信仰告⽩
には相⼿がある」ということを確認してき
たわけですが、これらは宗教改⾰が進むに
つれて、認識を深めて⾏ったということが
できるかと思います。

④英国系の⻑⽼教会と⼤陸系の改⾰派教
会

世界の⻑⽼派・改⾰派教会においては、
⼤きく⼆つのグループに分けることができ
ます。それは、私たちと同じウェストミン
スター信仰規準を信仰規準として採⽤して
いるグループと、ベルギー信仰告⽩（156
1年・ベルギー）・ハイデルベルク教理問
答（1563年・ドイツ）・ドルトレヒト信仰
規準（1619年・オランダ）を信仰規準と
して採⽤しているグループです。前者は、
英国からアメリカ⼤陸に渡った⻑⽼教会の
多くが採⽤しています。⼀⽅後者は、⼤陸
（ヨーロッパ：オランダ等）の改⾰派教会
の多くが採⽤しています。
⻑⽼派教会と改⾰派教会は、信仰的にほ

ぼ同⼀ですが、ルーツを遡ると⼆つに分け
られます。ただし、⽇本キリスト改⾰派教
会は、アメリカ⻑⽼教会をルーツとしてい
ますが、「改⾰派」教会を名乗っている点、
少し紛らわしい状況となっています。

⑤⼀つにまとめられなかった信仰告⽩、
「調和」(ハーモニー)が作成される

改⾰派・⻑⽼派教会では、多くの信仰告
⽩・教理問答を作成してきました。またす
でにお語りしたように、⽇本キリスト改⾰
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派教会においても、新信条作成の幻をもっ
ています。
⼀⽅において、「信仰規準を⼀つにまと

めることができないのか」といった声があ
ることも事実です。
ルター派では、ルター派教理集⼤成「⼀

致信条書」(1580年)がまとめられていま
す。
しかし、改⾰派・⻑⽼派教会においても、

同様の取り組みが⾏われたが、できなかっ
たというのが事実です。松⾕好明⽒の資料
を⾒ていただくと、四⾓で囲んだ信仰告⽩
（①〜⑪）があり、1581年「正統的・改
⾰的教会信仰告⽩の調和」（ジュネーブ）
が発表されています。この「調和」は、1
1の信仰告⽩を、教理課題別に分類し、並
列併記した⽂書となっています。ジュネー
ブ版はラテン語ですが、1586年に英訳が
発表されます。このとき、スコットランド
信仰告⽩が加えられ、12の信仰告⽩集と
なっています。
そして1643年、ウェストミンスター神

学者会議が始まってから、再販されました。
当時の英国では、検閲制度があり、英国国
会（同神学者会議）の同意がなければ、本
の出版はできませんでしたので、「調和」
がウェストミンスター神学者会議において
⽤いられたことは、明らかです。

⑥英国における宗教改⾰
⼤陸における宗教改⾰は、1517年にル

ターの信仰義認を問いかけることに始まる
聖書の理解・信仰の問題でした。
そしてスコットランドにおいても、ウィ

ッシャート（1546年に⽕刑）、ノックス（1
560年スコットランド信仰告⽩、規律の
書）、メルヴィルらにより宗教改⾰が⾏わ
れ、⻑⽼主義教会が成⽴しました(1592年
⻩⾦法成⽴・⻑⽼制教会成⽴）。その後16

12年に主教制が復活しますが、1639年に
⻑⽼制が復活していました。

⼀⽅、イングランドにおいては、状況は
違っていました。イングランドの宗教改⾰
は信仰の問題ではなく、国王の離婚問題が
きっかけであった。その後、イングランド
では、国王が代わる度に、宗教政策も変更
され、混乱を招くこととなる。

国王ヘンリー８世（在位：1509年〜47
年1⽉）は、ローマ教会から「信仰の擁護
者」の称号が与えられるほどの熱⼼なカト
リック教徒であった。しかし、ヘンリー８
世は、1534年に王妃アンとの離婚問題で、
ローマ教皇と対⽴し、⾸⻑法（国王⾄上法）
を成⽴させ、国王を教会の唯⼀の最⾼指導
者と認めさせ、イギリス国教会を成⽴させ
た。このとき⼤主教となったクランマーは、
プロテスタント的な⼗箇条(36年)・⼗三箇
条(38年)を採択したが、39年にはカトリ
ック的な六箇条が採択された。
しかし、国王がエドワード６世（在位：

1547年1⽉〜53年7⽉）に継承されたとき、
エドワード６世はプロテスタントの教義を
取り⼊れ、⼀般祈祷書を採択し、53年に
は四⼗⼆箇条が採択された。これは後に聖
公会⼤綱とも呼ばれる三⼗九箇条のベース
となる信条であった。
続くメアリー１世（在位：1553年7⽉〜

58年11⽉）が即位すると、カトリックの
教義を採⽤し、プロテスタント教徒に対す
る⼤迫害が始まった。そのため、多くのプ
ロテスタント教徒は、⼤陸に亡命し、ジュ
ネーブでは亡命者教会が建つこととなる。
次にエリザベス１世（在位：1558年〜1

603年）が即位すると、国内の混乱した宗
教政策を収めるため、国王⾄上法と礼拝統
⼀法を再制定し、63年に三⼗九箇条を制
定した。三⼗九箇条⾃体は穏便なカリヴィ
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ニズム主義であるが、エリザベス１世以降、
イングランド国教会は中道主義の道を歩む
こととなる。
1603年にスコットランド王ジェームズ

６世が、イングランド王ジェームズ１世（即
位：1603年〜1625年）として即位すると、
ピューリタンたちは、スコットランドにお
ける⻑⽼主義が採⽤されることを期待し千
⼈請願が出されるが、国王⾃⾝はカトリッ
ク的な信仰を持ち、ピューリタンたちの期
待は裏切られることとなる。そうした中、
1611年に欽定訳聖書（King James Versio
n）の翻訳が完成し、⻑年標準訳として⽤
いられることとなる。
そして1625年に即位したのがチャール

ズ１世であり、チャールズ１世の時代にウ
ェストミンスター神学者会議がおこなれる
こととなる。そして、チャールズ１世は、
1649年1⽉にクロムウェル率いる議会軍に
処刑されることとなる。

ウェストミンスター神学者会議が開催さ
れた経緯は、改めて詳細を語ることになる
が、ピューリタンが⼤勢を占めていた英国
議会は、国王チャールズ１世との間で内戦
を繰り広げる最中、英国国教会の体制を⻑
⽼主義にすべく神学者会議を開催すること
となる。
従って、ウェストミンスター信仰規準の

神学的な背景を考える場合、⼤陸における
改⾰派・⻑⽼派の信仰と共に、英国におけ
る宗教事情を無視して考えることはできな
い。

４．ウェストミンスター信仰規準を作成し
た英国国教会とは？
序．英国国教会と英国聖公会
次に、ウェストミンスター信仰規準を作

成した英国国教会に関して、確認して⾏く

必要がある。既に語ってきたことであるが、
イングランドでは、カトリック教会を離脱
し、英国国教会となっていた。この英国国
教会が引き継がれ、現在の英国聖公会とな
っているが、現在の聖公会とは⼤きく異な
ることがあるため、注意しなければならな
い。

①宗教的⾮寛容と教区制
中世から宗教改⾰の時代は、他のヨーロ

ッパ諸国も同様であるが、現在のような宗
教における信教の⾃由は認められておら
ず、宗教的に⾮寛容な時代であった。つま
り、英国においては教区制であり、⼀つの
教区は、現在の⼩学校の校区をイメージし
て頂ければ良いが、住⺠は決められた教会
に通うことが強いられていた。そのため、
現在のように、⾃分で教会を選び、変更す
ることは認められていなかった。
前回、英国における宗教改⾰について記

したが、国教会において国王の信仰により、
教会が⼤きく変更されてきていたが、すべ
ての国⺠がそれに従うことが求められたの
である。

またこのことは後⽇、改めて語ることと
なるが、ウェストミンスター神学者会議に
おいて設⽴を⽬指した⻑⽼主義教会とは、
教区制を前提としていたということであ
る。
つまり各教区に⼀つの教会があり、それ

らが⼀つの市の単位位においてプリスビテ
リー（中会）があり、その上位会議として
⼤会・総会がある。
そのため、会議の段階制（⼩会・中会・

⼤会）ということでは現在の⻑⽼主義と同
⼀であるが、⼩会を形成するのが教区であ
るということは、現在とはまったく異なっ
ていることを、私たちは忘れてはならない。



*1. ちなみに、ウェストミンスター信仰規準を含む諸⽂書は、神学者会議において決議さ
れたが、英国議会において決議されていない。ただし、信仰告⽩に関しては、⻑⽼派が排
除されたクロムウェルの時代に、⼀部削除・修正された上で受け⼊れられている。
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②教会は国の⼀機関である！
次に、国教会であるということは、国の

⼀機関に組み込まれていることを確認しな
ければならない。
つまりこれまでも、国王の信仰によって、

教会の政治体制が変更したことを語ってき
たが、教会制度を変更しようとすれば、国
会の承認、さらには国王の裁可が必要であ
るということである。
そのため、英国においては、国王の名に

より国会が招集されると同時に、教会の諮
問機関として神学者会議が招集されること
となっていた*1。

スコットランド王チャールズ６世が、1
625年にイングランド王チャールズ１世と
して即位すると、ピューリタンが多数を占
めていたイングランド議会は、英国国教会
を改⾰派・⻑⽼主義教会とすることができ
るのではないかとの希望的観測が流れた。
しかし現実には、チャールズ１世はカト

リックの信仰を持っており、議会が進めよ
うとしている教会改⾰に反対の⽴場であっ
た。そのため国王は、神学者会議が開催さ
れることを恐れ、議会を招集することをた
めらいます。
その後、⻑⽼主義教会を設⽴していたス

コットランドとの間で宗教対⽴が⽣じ、内
戦となった。その結果、国王は戦費をまか
なうために議会を招集することとなった。
しかし最初の議会は、国王の提案を否決し、
直ぐに閉会となる。これが短期議会と呼ば
れる(1640.4.13〜5.5)。
その後、スコットランドのハランに敗れ

たイングランドは、賠償⾦を⽀払うことが

求められ、その結果、改めて議会を招集す
ることとなる。これが、信仰規準を初めと
するウェストミンスター⽂書を作成するウ
ェストミンスター神学者会議を招集する⻑
期議会となる(1640.11.3〜1653.4.20)。

５．ウェストミンスター神学者会議の招集
英国議会が開催され、議会はそれに伴い

神学者会議の招集を求めます。議会の⼤半
を占めていた⻑⽼主義者たちが、英国国教
会を中道主義から⻑⽼主義に変更を求める
ためでした。しかし、本来議会が神学者会
議を招集するためには、国王の許可が必要
でした。しかし、国王チャールズは⻑⽼主
義への変更を認めることはなく、神学者会
議の開催を拒否し、招集された者に、絶対
に参加してはならないと、厳しく警告を発
した。
そのため英国議会は、国王の認可が得ら

れない中、神学者会議の招集条例を定め、
神学者会議が招集されることとなった。な
お招集条例の正式名称は、「英国教会の政
治と礼拝様式の制定、ならびに誤った中傷
と解釈からの同教会の教理の擁護とそれら
の⼀掃のために議会の諮問を受ける、学識
と敬虔に富む神学者と他の⼈々から成る会
議を召集する、議会上・下両院議員による
条例」であり、最初の部分を紹介させてい
ただきます。

「全能の神がわが国民に与えたもうた限りな

い祝福の中で、われらの宗教の純潔以上にわれ

らにとり大切なものは現になく、またありえないが、

それゆえにこそ、これまで達成されたよりもさらに

完全な改革が必要である多くの要素が、わが教
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会の礼拝様式、規律、政治になお残っているこ

と、また、議会上・下両院議員は、大主教、その

尚書院長、主教代理、司祭長、主教座聖堂参

事会員、大執事、およびこの位階制に依拠せる

他の教会的役職者による現在の教会政治は、

邪悪で、王国にとりまきに有害かつ重荷で、宗教

の改革と発展の一大障害となっており、わが王

国の国家と政治をひどく損なうものであることをす

でに宣言し決定し、それゆえわれわれは、それを

除去し、神の聖なる御言葉にもっともよくかない、

国内の教会の平和と、スコットランド教会ならび

に諸外国の改革派教会との一層の合意を獲得

し保持するのにもっともふさわしい政治を、わが教

会の中に制定する所存であり、そのすみやかな

遂行と、すべての誤った非難・中傷からの英国教

会の教理の擁護およびそれらの一掃とのため、

学識、敬虔、思慮に富む神学者たちの会議を召

集し、彼らに議会両院を代表する議員とともに、

両院またはいずれかの院が課す上記の問題と

事柄に関して、協議と助言にあたらせ、求めに応

じてそのつど、その助言と勧告を両院もしくはいず

れかの院に提出せしめることが、適切かつ肝要で

あると考えられること、以上のことにかんがみ、今

議会に会せる上・下両院議員は、以下のごとく定

める」。 ＜以下省略＞
（松⾕好明「ウェストミンスター神学者会
議の成⽴」（⼀⻨出版社p142-145）より）

６．ウェストミンスター神学者会議の開催
ウェストミンスター神学者会議には、当

初、１２１名の神学者が召集された。164
3年7⽉1⽇(⼟)に、ウェストミンスター寺
院において開会礼拝がもたれた。国王の禁
⽌命令が出されたにもかかわらず、神学者
会議に出席した神学者は69名です。
そして神学者会議に参加する全員が、運

営規則に基づいて誓約⽂にへの誓約が求め
られます。誓約⽂は次のとおりです。「私、

誰それは、一員として参加するこの会議において、

教理問題においては、自分が良心にかけて真理

であると考えること以外、また規律に関しては、神

の栄光と神の教会の益と平和のためにもっとも

役に立つと思うこと以外、いかなることも主張しな

いことを、全能なる神の御前で、誠実かつ厳粛に

誓約します」。

会議は原則として⽉曜⽇から⾦曜⽇の毎
⽇、午前９時から午後１〜２時まで開かれ、
その後に委員会が開かれます。⽇曜⽇は各
々の教会での説教を⾏います。こうした会
議がいつ終わるのかも定められずに続くの
であり、出席した神学者たちの熱⼼が伝わ
ってくる思いがします。
※神学者会議は、1643年7⽉1⽇に開会し、
1649年2⽉まで、1163回(全体会議)が⾏わ
れることとなります。

神学者会議は、すでに語ってきたように、
英国議会の神学的な諮問機関であり、議会
からの指⽰によって会議が⾏われます。最
初に議会からの指⽰により検討を始めたの
は、すでに作成されていた英国教会の３９
箇条を再検討することでした。
神学者会議は、全体が三つに分けられ（第

⼀委員会・第⼆委員会・第三委員会）、各々
の委員会において審議し、決議したものを、
改めて全体の神学者会議において審議する
という形で⾏われます。そして、信仰告⽩
を作成するときなどは、信仰告⽩起草委員
会を組織し、最初に当特別委員会で審議し
た上で、三つの委員会に振り分けて審議し、
全体会議において審議するという形で⾏わ
れました。ただ今⽇の教会会議と⼀番違う
ところは、⼀⼈が発⾔を始めると、他の⼈
が、発⾔を⽌めてはならないということで
す。

７．ウェストミンスター神学者会議に出席
した⼈たち
ウェストミンスター神学者会議は、英国

議会の神学的な諮問機関であることをすで
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に紹介したが、議員が推薦する神学者たち
を議会(庶⺠院)で審査され、選出された。
選出された議員は、４つの党派に分けるこ
とができた。①主教派、②⻑⽼派、③独⽴
派、④エラストス主義者である。

①主教派（王党派）
主教派の中には、ウェストミンスター信

仰規準にも⼤きな影響⼒を与えたアイルラ
ンド箇条の執筆者であるアッシャーも含ま
れていた。
英国国王チャールズは、カトリックに近

い信仰をもっており、教会の現体制が保持
されることを願っていた。そのため、会議
の出席を禁じたため、アッシャーを含む主
教派の議員のほとんどが、神学者会議に出
席することがなかった。

②⻑⽼派
神学者会議の最⼤会派のピューリタンで

あり、ウェストミンスター信仰規準におい
ても、⼤きな貢献を⾏ったと⾔ってよい。
ただし彼らは、従来の教区制は維持したま
まで、⻑⽼主義を実現しようとしていたの
であり、現在のように、⾃分たちで⾏く教
会を⾃由に選べるようなことは想定してい
ませんでした。

③独⽴派
５名の指導的なメンバーがおり、会議の

中で影響⼒があった。彼らも広い意味では
ピューリタンであり、改⾰派信仰において
は、⻑⽼派に近いものがあった。しかし⻑
⽼主義を嫌い、政治規準において、「⻑⽼」
という⾔葉を極⼒⽤いなかったのは、彼ら
に対する会議の配慮・歩み寄りの結果であ
ると⾔える。
また、1649年にクロムウェルにより国

王チャールズ１世が処刑され、共和制とな
るが、独⽴派ピューリタンが中⼼であった。

④エラストス主義者
彼らは信仰的にはピューリタンに近い

が、教会による統治ではなく、国王による
統治を唱え、司法権（戒規権）は、教会に
はなく、国王にあるとの⽴場をとっていた。
信仰告⽩では、第23章「国家的為政者」、
第31章「シノッドとカウンシル」におい
て、違いが鮮明になる。
２⼈であるが卓越した⼈々であり、国会

議員にも影響⼒を持っていた。

８．厳粛な同盟と契約の締結
英国国会の神学的諮問機関としてウェス

トミンスター神学者会議が開催されること
になったが、当初は、議会から具体的な働
きが⽰されることはなく、39箇条の改訂
作業が⾏われるだけであった。
しかし、事態が⼤きく変化することとな

る。それは、イングランドは、国王側と議
会側が激しく対⽴し、内線を繰り広げてい
た最中であり、議会側は、戦費の捻出のた
めにスコットランドに援助を求めたことに
始まる。このとき対応にあたったスコット
ランドは、すでに⻑⽼主義を採⽤していた
が、今回の話し合いにあたり、「宗教の統
⼀」を条件に出した。このときのことを、
スコットランドの特命委員として派遣され
たベイリーは「イングランド⼈は政治同盟
を求め、私たちは宗教的契約を求めていた」
と語っています。1643年9⽉25⽇、両国代
表が出席する中、厳粛な同盟と契約がイン
グランド議会において締結された。
この厳粛な同盟と契約が結ばれることに

より、軍事援助と共に、⼤きく２つのこと
が実⾏されることとなる。⼀つは、ウェス
トミンスター神学者会議に、スコットラン
ドから特命委員を派遣すること。６名の特
命委員は、名誉議員という⽴場ではなく、
イングランドの神学者と対等な⽴場で、会
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議に参加することとなり、会議の⾏⽅にも、
⼤きな影響⼒を及ぼすこととなる。
第⼆は、厳粛な同盟と契約の中にある次

の⽂⾔である。「われらは、われらの共通
の敵どもに対して、教理、礼拝、規律、政
治の点で、スコットランド教会の改⾰され
た宗教を保持すること、……三王国（イン
グランド、スコットランド、アイルランド）
の神の教会を、宗教、信仰告⽩、教会政治
の形態、礼拝と教理問答教育の指針におい
て、できるかぎり近づけ、統⼀することに
務める」。
この⽂書により、神学者会議は、この後、

政治規準、礼拝指針、信仰規準（信仰告⽩
と２つの教理問答）、詩編歌を作成するこ
ととなる。
したがって、ウェストミンスター神学者

会議において信仰規準を作成するにあたっ
ては、スコットランドとの間で厳粛な同盟
と契約が結ばれたこと、神学者会議がスコ
ットランドから特命委員を受け⼊れたこと
を抜きにはあり得なかったことを、忘れて
はならない。
またこのことを理解することにより、イ

ングランドにおいて、改⾰派教会を代表す
る信仰規準が作成されたことを理解するこ
とができるのではないかと思う。
またウェストミンスター信仰規準は、英

国国会では採択されることはなかったが
（信仰告⽩のみ議会が変更したものを受け
⼊れた）、スコットランド国教会において
採択され、世界に広まっていくこととなる。


